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林野火災警報

対象区域内

が制限されます

林野火災警報等の発令時に対象区域内で制限される火の使用例 

「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象 

    

 

    

１月１日から５月３１日までの林野火災多発期に発令指標を満

たした場合に、林野火災警報等を発令します。発令されている

場合は組合構成市の対象区域内での火の使用が制限されます。 

林野火災警報発令中に火の使用制限に従わない場合は、罰則が

適用されることがあります。 

詳しくは裏面をお読みください 



 

 

 

 

 

 

 

 

林野火災警報等の発令と火の使用制限について 

１月１日～５月３１日に、発令指標を満たした組合構成市に対して林野火災警報等を発

令し、対象区域内での火の使用が制限されます。 

 林野火災警報 
（令和８年２月１日運用開始） 

【消防法第２２条、火災予防条例第２９条】 

林野火災リスク 

発令
指標 

気象庁が強風注意報を発表し、 

かつ、以下のいずれかを満たす場合 

①前３日間の合計降水量が１mm以下、かつ、前３０日間の 

合計降水量が３０mm以下 

②前３日間の合計降水量が１mm以下、かつ、乾燥注意報が 

発表 

左記の①又は②の条件を 

満たした場合 

対象
区域 

組合構成市の「地域森林計画対象森林」 

※組合構成市：所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 

周知
方法 

埼玉西部消防局（ホームページ、公式 X、市民向け災害情報メール、 

各署所のぼり旗掲示）、組合構成市から林野火災警報等のお知らせをします。 

火
の
使
用
制
限
対
象 

林野火災警報発令中は以下の火の使用の制限に従わなければ 

なりません。 

・山林、原野等において火入れをしないこと。 

・屋外において、花火（がん具用を含む。）を行わないこと。 

・屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。 

・屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい 

物の近くで喫煙をしないこと。 

・屋外において、たばこの吸いがらや灰を捨てる際は、 

火が確実に消えていることを確認し、処理すること。 

左記の火の使用の制限に 

ご協力をお願いします。 

解除
指標 発令指標に該当しなくなった場合 

罰則 
３０万円以下の罰金又は拘留 

【消防法第４４条第１８号】 
― 

 
林野火災警報の発令時に対象区域内で制限される火の使用例 

「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象 
 
 
 
 
 
 

          
※1 伝統行事や地域行事であっても、裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。 

※2 火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品等(バーベキュー台、七輪、ガス器具など)を、それぞれの使用方

法に従い使用する場合は、制限の対象となりません。 

    

 

 

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれの

ある行為の届出書【火災予防条例第４５条】 

詳しくは組合 HP を 
ご覧ください 


